
医療用医薬品迅速・安定供給部会の設置について 

１ 設置の趣旨 

 品質、有効性及び安全性の確保された医薬品を迅速かつ安定的に供給し、国

民への適切な医療の提供を確保するとともに、保健衛生の向上を図るため、医

療用医薬品の迅速かつ安定的な供給に向けた対策について調査審議を行う。 

また、令和７年５月に成立した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第３７号）に

よる改正後の医療法（昭和２３年法律第２０５号）に基づき、同法に規定する

「供給確保医薬品」及び「重要供給確保医薬品」の指定に関する調査審議を行

う。 

 

２ 部会の検討事項 

（１） 医療用医薬品の迅速かつ安定的な供給に向けた対策に関すること 

（２） 医療法に基づく供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の指定に関す

ること 

（３） その他 

 

３ 部会の構成 

 医療用医薬品の開発及び供給に係る実務や薬事制度等に関する専門的知見を

有する専門家、医薬品の製造販売業者等の事業者団体の代表、医師及び薬剤師

の職能団体の代表等を委員として参集する（おおむね２０名程度を予定）。 

 

４ 庶務 

 医療用医薬品迅速・安定供給部会の庶務は、厚生労働省医政局医薬産業振

興・医療情報企画課において行う。 
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